
取組体系の新旧対照図取組体系の新旧対照図取組体系の新旧対照図取組体系の新旧対照図

【基本目標】 県民や本県を訪れる人すべてが犯罪の被害に遭わずに
安全で安心して暮らせる地域社会を実現する

(1)県民一人ひとりの防犯意識を高める
(2)県民、事業者、地域活動団体による自主的
な活動を促進する

(1)県民運動として取り組むための仕組みをつ
くる

(2)日常の生活の場におけるネットワークをつく
る

【重点目標】 【基本的方策】

【基本目標】 県民や本県を訪れる人すべてが犯罪の被害に遭わずに
安全で安心して暮らせる地域社会を実現する

１ 県民の防犯意識を高め、
県民、事業者、地域活動団
体による自主的な活動を促
進する

(1)県民一人ひとりの防犯意識を高める
(2)県民、事業者、地域活動団体による自主的
な活動を促進する

２ 県民、事業者、地域活動
団体、行政の連携を進める

(1)県民運動として取り組むための仕組みをつ
くる

(2)日常の生活の場におけるネットワークをつ
くる

【重点目標】 【基本的方策】

１ 県民の防犯意識を高め、
県民、事業者、地域活動団
体による自主的な活動を促
進する

２ 県民、事業者、地域活動
団体、行政の連携を進める

（第１次計画） （第２次計画 案）

資料１１

５５５５ 南海地震等大規模な災南海地震等大規模な災南海地震等大規模な災南海地震等大規模な災
害の発生に対応できる安全害の発生に対応できる安全害の発生に対応できる安全害の発生に対応できる安全
安確保の仕組みをつくる安確保の仕組みをつくる安確保の仕組みをつくる安確保の仕組みをつくる

３ 高齢者、障害者、女性、子
どもの安全を確保する

４ 犯罪の防止に配慮した生
活環境の整備を促進する

くる

(1)学校等における児童等の安全を確保する
(2)通学路等における児童等の安全を確保す
る

(3)子どもの安全を確保する
(4)高齢者、障害者、女性の安全を確保する
(5)観光旅行者等の安全を確保する

(1)犯罪の防止に配慮した道路、公園、駐車
場及び駐輪場を普及する

(2)犯罪の防止に配慮した住宅を普及する
(3)犯罪の防止に配慮した店舗等を普及する

４ 犯罪の防止に配慮した生
活環境の整備を促進する

３ 高齢者、障害者、女性、
子どもの安全を確保する

(1)学校等における児童等の安全を確保する
(2)通学路等における児童等の安全を確保す
る

(3)子どもの安全を確保する
(4)高齢者、障害者、女性の安全を確保する
(5)観光旅行者等の安全を確保する

(1)犯罪の防止に配慮した道路、公園、駐車場
及び駐輪場を普及する

(2)犯罪の防止に配慮した住宅を普及する
(3)犯罪の防止に配慮した店舗等を普及する

(1)地震等災害の発生に備えた仕組みをつくる地震等災害の発生に備えた仕組みをつくる地震等災害の発生に備えた仕組みをつくる地震等災害の発生に備えた仕組みをつくる
(2)地震等災害の発生後における地域住民の地震等災害の発生後における地域住民の地震等災害の発生後における地域住民の地震等災害の発生後における地域住民の
安全を確保する安全を確保する安全を確保する安全を確保する

（新設案）


